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に
つ
い
て
考
え
ま
せ
ん
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地
域
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
を 

開
催
し
ま
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市
自
治
会
連
合
協
議
会
の
会
員

研
修
会
を
兼
ね
た
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
ま
す
。
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地
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環
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、
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て

考
え
て
み
ま
せ
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か
。 
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「
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Ｇ
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近
な
環
境
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題
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て
考
え
る
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ち
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日
時
　
１
月
20
日
（木）
午
後
２
時
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場
所
　
能
代
市
文
化
会
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講
師
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
き
た
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
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理
事
長
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順
子
さ
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問
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中
央
公
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ご
応
募
お
待
ち
し
て
い
ま
す 

能
代
市
文
化
会
館
の
会
場
提

供
型
事
業
を
募
集
し
ま
す 

　
市
民
の
文
化
芸
術
の
鑑
賞
機
会

拡
大
、
文
化
交
流
の
支
援
を
目
的

に
、
令
和
４
年
度
の
会
場
提
供
型

事
業
（
大
ホ
ー
ル
、
中
ホ
ー
ル
各

１
事
業
）
を
募
集
し
ま
す
。 

　
審
査
の
結
果
採
択
と
な
っ
た
事

業
は
、
会
場
使
用
料
が
無
料
と
な

り
ま
す
。 

※
大
ホ
ー
ル
最
大
２
日
間
、
中
ホ
ー

ル
最
大
６
日
間
使
用
で
き
ま
す
。 

対
象
者 

　
主
た
る
活
動
の
拠
点
が
市
内
に

あ
る
団
体
な
ど 

対
象
事
業 

・
文
化
芸
術
の
学
び
や
鑑
賞
機
会

を
提
供
す
る
事
業
ま
た
は
文
化

交
流
事
業 

・
広
く
市
民
に
公
開
す
る
公
演
・

大
会
・
展
覧
会
な
ど 

※
目
的
が
営
利
、
宣
伝
、
政
治
・
宗

教
活
動
、
ま
た
は
特
定
の
団
体
・

教
室
の
発
表
会
や
会
員
の
研
修
会

な
ど
の
事
業
は
対
象
外
で
す
。
　 

応
募
期
間
　
１
月
31
日
（月）
ま
で 

応
募
方
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能
代
市
文
化
会
館
に
備
え
る
申

請
用
紙
に
記
入
し
て
提
出 

問
合
せ
　
能
代
市
文
化
会
館 
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令和３年中 

企業版ふるさと納税寄附件数 
　企業版ふるさと納税は、地方公共団体が総合
戦略に基づき策定する地方創生の取り組みに対
して、各企業からご寄附をいただく制度です。
市では令和３年４月１日から同制度の募集を開
始し、昨年は６件のご寄附をいただきました。 

●ご寄附をいただいた企業の皆様 

◇株式会社日立パワーソリューションズ 

　代表取締役　安藤次男　様 

◇株式会社森山製作所　 

　代表取締役　森山裕友　様 

◇あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

　代表取締役　金杉恭三　様 

◇明治安田生命保険相互会社　 

　取締役　代表執行役社長　永島英器　様 

◇株式会社和廣  

　代表取締役　山田　保　様（能代市出身） 

◇朝日綜合株式会社  

　代表取締役　熊谷邦夫　様 

 
　市の各種取り組みに対し、ご理解とご支援お
よびご寄附いただき誠にありがとうございます。 
　企業版ふるさと納税に関するご相談・お問い
合わせは下記担当までご連絡ください。 
 
問合せ 
人口政策・移住定住推進室189-2163 
Ｅメール　sougou@city.noshiro.lg.jp 
企業版ふるさと納税の詳細はこちら→ 

※内訳は、市のホームページ（市長室）や本庁舎行政情報コー

ナー、二ツ井町庁舎１階総務企画課でご覧いただけます。 

11月分市長交際費 総務課189-2112
区　分 項　目 

会　費 

弔祭料 

件　数 

1

2

金　額 

5,000円 

40,000円 

供　花 2 40,000円 

死亡広告 2 27,500円 

7 112,500円 

会　合 

弔　慰 

計 

暖房器具からの火災に注意 

消費一口メモ ◯ 151

困ったときは相談を！ 
能代市消費生活センター　189-2939 
(土・日・祝日は)消費者ホットライン1188 
能代山本広域消防本部　　152-3311

い  や や 

　暖房器具による火災の多くは、使用者の「誤使用・不注
意」が原因です。また、火災により被害に遭う高齢者が多
く、住宅火災の死者の約７割が65歳以上です。 
　火災による被害を減らすため、次の点に注意しましょ
う。 

暖房器具を使用する際は―― 
�外出、寝る前には必ず消す 
�暖房器具の上に洗濯物は干さない 
�燃えやすい物やスプレー缶は近くに置かない 
 
給油する際は―― 
�暖房器具の火は必ず消す 
�灯油カートリッジの蓋を確実に閉める 
�給油する燃料（灯油）をガソリンと間違ってい
ないか確認する 

 
　消費者庁のホームページからリコール情報が確認で
きます。この機会にご自分の暖房器具がリコールに該当
していないか確認をお願いします。 


